
児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会（仮）設置について（案） 

 

１．目的 

児童虐待相談の対応件数の増加や多数の重篤な児童虐待事例があることに鑑

み、効果的な児童虐待防止対策を検討するため専門委員会を設置する。 

 

２．委員（検討中） 

 

３．具体的な検討事項 

（１）妊娠期からの切れ目のない支援のあり方について 

（２）初期対応の迅速化や的確な対応のための関係機関の連携強化について 

 （３）要保護児童対策地域協議会の機能強化について 

 （４）児童相談所が虐待通告や子育ての悩み相談に対して確実に対応できる体制

整備について 

 （５）緊急時における安全確認、安全確保の迅速な実施について 

 

４．検討スケジュール 

  平成 26 年 9 月下旬：第 1回検討会開催 

  以降、平成 26 年 11 月までに適宜開催し、とりまとめる予定。 
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